
○
総
務
省
告
示
第

号

電
波
の
利
用
状
況
調
査
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
百
十
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
重
点
調

査
の
実
施
に
係
る
基
本
的
な
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

重
点
調
査
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム
が
使
用
し
て
い
る
割
当
可
能
周
波
数
帯
で
あ
っ
て

、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
利
用
状
況
調
査
及
び

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
波
の
有
効
利
用
の
程
度
の
評
価
に
係
る
過
去
の
結
果
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
考
慮

し
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一

電
波
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
、
周
波
数
の
使
用
期
限
等
の
条
件
が
定

め
ら
れ
て
い
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム

二

総
務
省
が
策
定
及
び
公
表
し
て
い
る
具
体
的
な
周
波
数
の
再
編
に
関
す
る
取
組
（
周
波
数
再
編
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
）
に
お
い
て
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム

三

新
た
な
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
需
要
が
あ
る
周
波
数
を
使
用
し
て
い
る
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム

四

周
波
数
割
当
て
に
関
す
る
国
際
的
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
周
波
数
の
再
編
に
関
す
る
検
討
が
必
要

な
電
波
利
用
シ
ス
テ
ム


